
  

 

令和６年度第１２回榎戸区協議会の 

重要審議事項の概要について（お知らせ） 
 

日 時  令和６年１２月１４日（土）１９時より 

場 所  榎戸公会堂ホール 

出 席  区長、副区長、参与（２）、事務局長、顧問（２）、 

          町内長（２９）うち監査委員（２） 

 

冒頭、進行は事務局長が努め、議案は協議員の過半数によって賛否を決する旨を確

認した。  （※議案書は別添参照ください。） 

 

□ 第１号議案 令和６年度 榎戸区区有基本金承認の件 

区長説明ののち、採決の結果、賛成多数で承認。 

□ 第２号議案 令和６年度 榎戸区経費収支決算承認の件 

  区長説明ののち、監査委員から監査の結果が適正であった旨報告。採決の結果、

賛成多数で承認。 

□ 第３号議案 榎戸区規約改正(案)承認の件 

  区長説明ののち、採決の結果、賛成多数で承認。 

□ 第４号議案 令和７年度 榎戸区協議費(区費)の住民負担基準改正(案)承認の件 

□ 第５号議案 令和７年度 榎戸区経費収支予算(案)承認の件 

  関連があるため一括提案。副区長説明ののち、採決の結果、賛成多数で承認。 

□ 第６号議案 令和７年度 副区長承認の件 

  区長より新副区長 竹内英之氏（本郷町）選任について説明。拍手により承認。

竹内英之氏あいさつ。 

□ 第７号議案 令和７年度 新協議員承認の件 

  ２９名のうち、交代のあった１６名の町内長を承認。（※町内長は２年任期） 

□ 報告事項 

１ 令和６年度 榎戸神明社決算報告の件（神明社氏子総代より説明） 

２ 令和７年度 公職者報告の件（区長より報告） 

回 覧 

本資料は、榎戸区ホームページでもご覧いただけます。 

内容についてのお問い合わせは、区事務所へお願いします。 



 

 

令和６年度 

榎戸区協議会議案書 

 

 

 

 

 
令和６年１２月１４日 

榎戸区長 今津 準 
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【第１号議案】 

 

令和６年度 榎戸区区有基本金の承認の件 

１． 基本金額 46,242,490 円 

２． 預入先  あいち知多農業協同組合 のぞみ支店 

３． 基本金預入明細 

 

令和６年１２月１４日提出 

榎戸区長 今津 準 

8 76175857 1,068,397 2025/11/30

1

　金　　額（円） 満　　期　　日

2025/11/30

2025/11/3070744402

2025/11/30

2

70744231

4

70744543

76175835

8,108,572

2025/11/302,000,034

70744491

合　　　計 46,242,490

5

6

7

8,143,842

9 76839036

10 77451299 2,000,000 2025/11/29

2,000,068

2025/11/30

2025/11/30

3

70744479

3,003,001 2025/11/3070744264

9,161,832

2025/11/30

2,502,503

口　座　番　号

8,254,241



１　収入の部

款  項  目 ６年度予算額 ６年度決算額 比較増減

第1款　財産収入 100 433 333

　1項　財産収入 100 433 333

第2款　市交付金　 3,000,000 3,256,230 256,230

　1項　市交付金 3,000,000 3,256,230 256,230

第3款　諸 収 入 5,099,900 5,090,349 △ 9,551

　1項　繰 越 金 3,874,540 3,874,540 0

　2項　土地収入 800,000 808,809 8,809

　3項　寄 付 金 0 0 0

　4項 公会堂使用料 20,000 17,000 △ 3,000

　5項　樋門補助金 390,000 390,000 0

　6項　雑 収 入 15,360 0 △ 15,360

第4款　協 議 費 6,200,000 6,063,740 △ 136,260

　1項　協議費(区費) 6,200,000 6,063,740 △ 136,260

合　　　　　計 14,300,000 14,410,752 110,752

２　支出の部

2
      △印　予算額より減額　（単位 ： 円）

３　差　引　残　高 2,645,886円

令和６年１２月１４日 提出

【第２号議案】

令和６年度 榎戸区経費収支決算承認の件

１　収　入　の　部 14,410,752円

２　支　出　の　部 11,764,866円

　　　　　　榎戸区長　　今津　　準

経    常    の    部

     △印　予算額より減額　（単位 ： 円）

摘　　　　　　　　要

利息

地区連絡手数料，自治振興費他

前年度繰越金

土地・建物貸付収入

　

令和５年12月１日～令和６年11月30日の１年間

樋門管理補助金

区民賦課金　



款  項  目 ６年度予算額 ６年度決算額 比較増減

第1款　事 務 費 1,418,000 1,475,016 57,016

   1項　報     酬 618,000 618,000 0

   2項  人 件 費 100,000 218,800 118,800

   3項　需 要 費 300,000 272,716 △ 27,284

   4項　交 際 費 400,000 365,500 △ 34,500

第2款　会 議 費 1,660,000 1,440,358 △ 219,642

   1項　協議会費 750,000 662,978 △ 87,022

   2項　組長会費 610,000 595,000 △ 15,000

   3項　総 会 費 0 0 0

   4項　研修会費 300,000 182,380 △ 117,620

第3款　土 木 費 1,350,000 1,327,040 △ 22,960

   1項　用悪水路費 300,000 247,720 △ 52,280

   2項　諸修繕費 500,000 593,120 93,120

   3項　排 水 費 390,000 390,000 0

   4項　環境整備費 160,000 96,200 △ 63,800

第4款　公会堂費 1,400,000 1,245,254 △ 154,746

第5款　防犯防災費 2,100,000 1,304,881 △ 795,119

第6款　部 会 費 400,000 147,814 △ 252,186

第7款　雑 支 出 5,000,000 4,532,353 △ 467,647

   1項　神 社 費 860,000 850,330 △ 9,670

   2項　諸団体補助 1,240,000 1,231,760 △ 8,240

   3項　雑     費 600,000 222,363 △ 377,637

   4項　積 立 金 2,000,000 2,000,000 0

   5項　租税公課 300,000 227,900 △ 72,100

第8款　予 備 費 972,000 292,150 △ 679,850

合　　　　　計 14,300,000 11,764,866 △ 2,535,134

※　第1款 事務費 の不足分57,016円は　第8款 予備費　より支出
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摘　　　　　　　　要

区長・副区長報酬

事務所当番，ITツール支援

令和５年12月１日～令和６年11月30日の１年間

事務所における事務用品等

会費，慶弔，謝礼等

組長手当

会議，協議員手当，退任謝礼等

協議員研修会費等

水路維持管理

道路・機器設備修繕
消火栓箱交換等

樋門係手当

公園・神社等維持管理等

施設修繕，光熱水道，備品購入等

防犯灯電気料金・修繕・新設等

青パト購入

墓地管理，協議会反省会等

神社管理

長生会，こども会，消防団，囃子保存
会，体育協会，榎戸コミュニティ

区有基本金積立金（定期預金）



【第３号議案】 
 

5 

常 滑 市 榎 戸 区 規 約 

 

第１章 総 則 

 

（名称及び事務所） 

第１条 本区は、常滑市榎戸区（以下「区」という。）と称し、事務所を榎戸コミュニティ

センターに置き、事務局を設置する。 

（区域及び住民） 

第２条 区の区域は、榎戸区とし、その区域内に居住するものを区民とする。 

（目 的） 

第３条 区は、区民の生活を通じ、相互の親睦と福祉を増進し、相互扶助の精神に基づき、 

   地域の町づくりに寄与することを目的とする。 

 

第２章 組 織 

 

（役員の選任） 

第４条 区に次の役員を置く。 

  （１）区 長        １ 名 

  （２）副区長        １ 名 

  （３）参 与        ２ 名 

  （４）事務局長       １ 名 

（５）顧 問        若干名 

  （６）監査委員       ２ 名 

  （７）町内長  各町内   １ 名 

  （８）組 長  各組    １ 名 

  ２. 区長には、前年の副区長が就任する。 

  ３. 区長は、年ごとに副区長を選任し、協議会の承認をえる。 

  ４. 顧問は、県議会議員、又は市議会議員を充てる。 

  ５. 参与は、区長退任直後就任する。 

  ６. 事務局長は、区長が指名する。 

  ７. 区長は、事務局に有償委託の職員を置くことができる。 

  ８. 監査委員は、毎年町内長から２名選任する。 

  ９. 町内長、組長は、現任者が後任者を選任する。ただし、町内長は原則として毎年半

数が交替する。 

  １０. 役員に欠員が生じた場合は、それぞれ補充する。 
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（役員の職務） 

第５条 区長は、区の事務を総理し、区を代表する。 

  ２. 副区長は、区長を補佐し、区長に事故あるときは、その職務を代理する。 

  ３. 顧問は、区長に助言と指標を与える。 

  ４. 参与は、区長に助言を与える。 

  ５. 事務局長は、区の事務を統括処理する。 

  ６. 監査委員は、区の会計を監査する。 

  ７. 町内長は、町内の代表として、区協議会に参画する。 

  ８. 組長は、組を代表し、区組長会に参画する。また、町内長を補佐する。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は次のとおりとする。 

  （１）区 長    １ 年 

  （２）副区長    １ 年 

  （３）参 与    ２ 年 

  （４）事務局長   １ 年 但し、再任を妨げない 

（５）顧 問    県議会議員、市議会議員在任期間 

  （６）監査委員   １ 年 

  （７）町内長    ２ 年 

  （８）組 長    １ 年 

  ２. 任期は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

  ３. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３章 会 議 

 

（区幹部会） 

第７条 区長は、必要に応じて、区協議会前に区幹部会を開催する。 

２． 区幹部会は、区長、副区長、参与、事務局長・及び顧問により構成する。 

３. 区長は、必要に応じて、区幹部会に関係者の出席を求め、意見を求めることができ

る。 

（区協議会） 

第８条 区長は、毎月１回、区協議会を開催する。 

２．区協議会は、協議員（区長、副区長、参与、事務局長、顧問及び町内長）により構

成する。 

３. 区長は、必要の都度、臨時に区協議会を開催することができる。 

４. 区長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、説明と意見を求めることができる。 

５．区協議会は次の項目を重要事項として審議する。 
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（１）主要人事 

（２）各年度の予算及び決算 

（３）主要な財産の取得処分及び財産の状況 

（４）規約及び規則の制定及び改廃 

（５）その他、区長が重要な事項として認めたもの。 

  ６. 重要事項の議事は、出席者の過半数で決定する。票数が同数の場合は、区長が決

定する。 

  ７. 区長は、重要事項の議事において、区長経験者の出席を求め、意見を求めること

ができる。 

  ８. 区長は、重要事項の審議の議事録を調整の上保存し、その要旨を公開する。 

（区組長会） 

第９条 区長は、必要に応じて、区組長会を開催することができる。 

（部会） 

第１０条 区長は、区の業務を処理するため部会を設置する。 

  ２. 部会は、協議員、ボランティア委員により構成する。 

  ３. 部会の担当分野、従事者は、区長が定める。 

  ４. 区長は、部会に部会長を置く。 

（実行委員会） 

第１１条 区長は、専門的業務を処理するため実行委員会を設置することができる。 

  ２. 実行委員会委員は、区長が委嘱する。 

  ３. 区長は、実行委員会委員の中から実行委員長を指名する。 

（区監査会） 

第１２条 区長は、毎年１２月に区監査会を開催する。 

２．区監査会は、区長、副区長、参与、事務局長、顧問及び監査委員により構成する。 

 

第４章 財産会計 

 

（区有財産の管理） 

第１３条 区有財産の管理は、区長が行う。 

（会 計） 

第１４条 区の会計（歳入歳出）は次のとおりとする。 

（１） 歳入 

   イ 区協議会費 

   ロ 財産収入 

   ハ 市交付金 

   ニ 諸収入 
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（２） 歳出 

   イ 経常部 

   ロ 臨時部 

  ２. 会計年度は、毎年１２月１日から１１月３０日までとする。  

  ３. 区長は、毎年、区の歳入歳出について、予算書、決算書を調製し、監査委員の監査

を受けなければならない。 

（報酬手当） 

第１５条 役員の職務執行に要する報酬、手当等の額は、区長が区協議会に諮り決定する。 

 

第５章 雑 則 

 

（事務引継等） 

第１６条 区長は、決議された予算書を新町内長に説明しなければならない。 

  ２. 区長は、重要書類、備品等について新区長に事務引継ぎをする。この場合、区長、

副区長、新副区長、参与、事務局長、顧問及び監査委員が立ち会う。 

（区樋門係） 

第１７条 区長は、樋門係１名を選任する。 

（規約の改廃） 

第１８条 本規約は、区協議会の議決がなければ改廃はできない。 

 

    付 則 

  本規約は、昭和５６年１月１日から施行する。 

    付 則 

  本規約は、平成２８年１２月１１日から施行する。 

付 則 

  本規約は、令和２年１２月１３日から施行する。 

付 則 

  本規約は、令和３年１２月１２日から施行する。 

付 則 

  本規約は、令和４年１２月１７日から施行する。 

付 則 

  本規約は、令和６年１２月１４日から施行する。 



【第４号議案】 

９ 

榎戸区協議費（区費）の住民負担基準 

                    （令和６年 12月 14日区協議会にて一部変更） 

 

１. 榎戸区民は、区の行事・事業などの経費に充てるため、協議費（区費）を負担する。 

 

２. 協議費（区費）は、世帯割とし、次のように負担する。 

（1） 一世帯あたり、年額 ４,０００円。 

※アパート（長屋建・共同住宅の借家）住まいの世帯は、年額２,０００円。 

（2） 区内に有する事業所は、区協議会で協議し、協議費（区費）の額を定める。 

 

３. 協議費（区費）を負担することが困難と認められる世帯については、本人または町内長

の申出により、次の基準により区協議会で協議し、減免することができる。 

（1） 免除 

・生活保護家庭 

・世帯の生計を維持する者が、６ヵ月以上の長期療養を要する場合 

（2） ２分の１に減免 

・高齢（７５歳以上）で一人暮らしの世帯 

・子どもが満１８歳未満の一人親世帯 

・重度障がい者世帯、重度障がい者を扶養する世帯 

（3） その他、特別の事情があると認められる場合は、減免する。 

 

４. 協議費（区費）は、１月１日現在、榎戸区に居住するものに課する。 

ただし、年度途中に榎戸区へ転入した世帯は、次のとおり定める。 

（1） ６月３０日までに転入した世帯は、２,０００円。 

（2） 以下の場合は２分の１に減免。 

・アパート（長屋建、共同住宅の借家）住まいの世帯 

・高齢（75歳以上）で一人暮らしの世帯 

・子どもが満 18歳未満の一人親世帯 

・重度障がい者世帯、重度障がい者を扶養する世帯 

（3） ７月１日以降に転入した世帯は、免除する。 

 

５. 納入された協議費（区費）の払い戻しはしない。 

 

６. 協議費（区費）は、各町内長が取りまとめ、指定された期日に、榎戸区事務所（榎戸コ

ミュニティセンター内）へ届ける。 

区長は、区長名の口座（あいち知多農協）に振込み納入する。 

 

７. 協議費（区費）の徴収期日は、おおむね２月中とし、集計金額を３月定例区協議会に報

告する。 

 

８. この他に必要な事項が生じた場合、区長は区協議会に諮り定める。 

 

９. この基準は、令和７年１月１日から施行する。 
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【第 6 号議案】 

令和 7 年度 副区長承認の件 

 

竹内 英之（たけうち ひでゆき）  本郷町 

 

 

【第 7 号議案】 

令和 7 年度 新協議員承認の件 

任期満了に伴う新協議員（以下 16 名）の承認を求めます。 

任期：令和 7 年 1 月 1 日から令和８年 12 月 31 日まで 

町内名 町内長名 住所  町内名 町内長名 住所 

第 3 町内 竹内
タケウチ

 信
ノブ

雄
オ

 神明町  第 13-3 町内 吉田
ヨ シ ダ

 隆
タカ

英
ヒデ

 本郷町 

第 4 町内 齋
サイ

田
ダ

 幸
コウ

一郎
イチロウ

 神明町  第 14-1 町内 伊藤
イ ト ウ

 正彦
マサヒコ

 港町 

第 5 町内 鬼頭
キ ト ウ

 周 作
シュウサク

 新田町  第 14-2 町内 林
ハヤシ

  晶子
ア キ コ

 港町 

第 7 町内 𠮷
ヨシ

田
ダ

 政令
マサノリ

 新田町  第 15 町内 長井
ナ ガ イ

 好江
ヨ シ エ

 港町 

第 9 町内 鬼頭
キ ト ウ

 伸
シン

治
ジ

 港町  第 17 町内 小栗
オ グ リ

 秀文
ヒデフミ

 港町 

第 11 町内 桒山
クワヤマ

 義
ヨシ

英
ヒデ

 本郷町  第 20 町内 石橋
イシバシ

 良
ヨシ

洋
ヒロ

 新田町 

第 12-2 町内 角野
ス ミ ノ

 彰
アキ

英
ヒデ

 金山西岨  第 22 町内 芝
シバ

  研一
ケンイチ

 港町 

第 13-2 町内 伊藤
イ ト ウ

 政
マサ

文
フミ

 本郷町  第 24 町内 宇田
ウ ダ

 直
ナオ

希
キ

 新浜町 

 











報 告 ２ 

令和 7年度 公職者報告の件 

 

令和 7年度 公職者名簿 

 

民生委員・児童委員 

 山
やま

 川
かわ

 絵里子
え り こ

   岩
いわ

 田
た

 照
てる

 巳
み

   中
なか

 村
むら

 安
やす

 宏
ひろ

 

 中
なか

 村
むら

 希
まれ

 敏
とし

   齋
さい

 田
だ

 勝
かつ

 江
え

   齋
さい

 田
だ

 智
とも

 子
こ

 

 竹
たけ

 内
うち

 昭
あき

 弘
ひろ

 

 

保護司 

 竹
たけ

 内
うち

 さつき  

 

農地利用最適化推進委員 

 吉
よし

 田
だ

 卓
たく

 三
みつ

 

 

顧問（常滑市市議会議員） 

 西
にし

 本
もと

 真
まさ

 樹
き

 

 齋
さい

 田
だ

  資
ただし

 

 

教育委員 

梶
かじ

 田
た

 幸
こう

 司
じ

 



回 覧

　榎戸区民の皆様

　あけましておめでとうございます。

さつといたします。

令和７年榎戸区協議員

区　　長 藤堂　正喜 第 ６ 町内長 齋田　充弘 第14-2町内長 林　　晶子

副 区 長 竹内　英之 第 ７ 町内長 𠮷田　政令 第１５町内長 長井　好江

参　　与 伊藤　憲二 第 ８ 町内長 伊藤　友一 第１６町内長 斎田　和則

参　　与 今津　　準 第 ９ 町内長 鬼頭　伸治 第１７町内長 小栗　秀文

事務局長 浅田　文彦 第１０町内長 久野　浩司 第１８町内長 齋田　隆司

顧　　問 西本　真樹 第１１町内長 桒山　義英 第１９町内長 鈴木　三郎

顧　　問 齋田　　資 第12-1町内長 伊藤　憲治 第２０町内長 石橋　良洋

第 １ 町内長 吉田　丈児 第12-2町内長 角野　彰英 第２１町内長 森田　真代

第 ２ 町内長 吉田　英俊 第13-1町内長 伊藤　　充 第２２町内長  芝　　研一

第 ３ 町内長 竹内　信雄 第13-2町内長 伊藤　政文 第23-1町内長 井上　　諭

第 ４ 町内長 齋田 幸一郎 第13-3町内長 吉田　隆英 第23-2町内長 伴　　典親

第 ５ 町内長 鬼頭　周作 第14-1町内長 伊藤　正彦 第２４町内長 宇田　直希

令和７年１月１日　

榎戸区長　　藤 堂　正 喜　

ご　あ　い　さ　つ

記

になりました。微力ではございますが、一人でも多くの方に「榎戸に住んでよかっ

　皆様方におかれましては、心温かな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　このたび皆様方のご推挙を賜り、下記の役員により榎戸区協議会を務めること

た」と感じていただけるよう、私共一同、精一杯努力していく所存であります。

　皆様方の温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、年始のごあい



回覧  至急 
 

 

 

榎戸区の皆様へ 

 

協議費（区費）納付のお願いと住民負担基準改正のお知らせ 

 

日頃は、榎戸区の行事や事業にご理解とご協力を賜り、篤くお礼申し上

げます。 

本年も区民の皆様とともに、更なる安心・安全で住みやすい榎戸区を目

指し、各種の行事や事業を推進したいと考えております。つきましては、

令和７年度の協議費（区費）の納付をお願いいたしたく存じます。 

この協議費は、令和７年１月１日現在で榎戸区に居住する方にお願いす

るものです。昨年１２月の協議会におきまして、今年度より一世帯あたり

原則年額３，８００円から４,０００円（アパート２,０００円）にするこ

とが了承されました。その理由は、①年々減少する協議費（区費）の収入

額 ②続く物価高騰に伴う諸経費の高騰 ③硬貨を扱うことによる事務処

理の負担 などでございます。 

皆様からいただいた協議費は、協議会などの会議費や区が主催します各

種行事、公会堂・コミュニティセンターなど施設管理、防犯灯の新設・修

繕、それに榎戸区で活動する関係団体の補助などに大切に使わせていただ

いております。 

１月３０日から２月１５日までの期間に、担当者（組長）が、各家庭に

お伺いし、納付をお願いいたします。皆様のご理解、ご協力をよろしくお

願いいたします。 

 

    

    
榎 戸 区 長 

藤 堂 正 喜 

 

令和７年１月吉日 

 


